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非常持ち出し袋（リュックサックなど）
の準備をしておきましょう野木町の 防災 Vol.20

防災行政無線テレホンサービス（自動音声応答装置）0180（99）2121
　

上記の番号にお電話いただくと、防災行政無線の放送内容を音声メッセージで確認できます。

□非常食

  ・ビスケット

  ・レトルト食品

  ・インスタント食品等

□飲料水　

□常備薬、救急用品、

　お薬手帳

□生理用品

□タオル、ティッシュ

□携帯ラジオ

□携帯トイレ

□貴重品

  ・財布

  ・お金

  ・通帳

  ・印鑑　等

□ざぶとん

□スリッパ、手袋　等

□乾電池

□着替え

□歯ブラシ

□防寒具

□雨具

□めがね、コンタクトレンズ

□簡易食器（割り箸、紙皿）

□マッチ、ライター

□筆記具（油性ペン）

□ビニール袋

□補聴器

□家族の写真

□住所や氏名がわかるもの

  ・免許証

  ・健康保険証のコピー　等

□感染症対策に必要なもの

  ・マスク

  ・手指消毒液

  ・体温計　等

□その他各家族で必要なもの

　災害時に備え、最低限必要なものを非常持ち出し品として準備しておきましょう。
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問総務課　撒（57）4112

新型コロナウイルス感染症対策のための分散避難
　「避難」とは、「難」を「避」けることであり、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを少しでも

減らすため、避難所以外への避難も有効です。

  事前にどこに避難するか検討しておきましょう。

■安全な親戚宅、友人宅等への避難
　避難所が過密状態になることを防ぐため、安全な場所に住んでいる親戚宅や友人宅等へ避難すること

も検討してみましょう。

■垂直避難（在宅避難）
　水害時、自宅が２階建て以上の住宅にお住いの方は、洪水ハザードマップをご確認いただき、ご自身

でご判断の上、ご自宅において垂直避難することも検討してみましょう。

■車両避難（車中泊）
　車両避難（車中泊）を行う場所として、各指定避難所の駐車場を開放する予定です。定期的な運動や換

気などを心がけ、車両避難（車中泊）することも検討してみましょう。

　※車両のみの避難の場合には、町内グラウンド及びその駐車場等を開放する予定です。

　※垂直避難や車両避難を検討する際には、１週間程度の食料を備蓄するよう心がけましょう。

■安全なホテル、宿泊施設等への避難
　避難所が過密状態になることを防ぐため、安全な場所にあるホテルや宿泊施設への避難を検討してみ

ましょう。

■指定避難所への避難
　分散して避難することが困難な方は、指定避難所へ避難しましょう。避難所の備蓄品には限りがあり

ます。マスク、体温計、アルコール消毒液、食料など、ご自身に必要な物はあらかじめ準備しておくよ

うに心がけてください。

　また、現在指定緊急避難場所である地域の公民館等への避難についても検討しております。

　台風等の発生状況は、事前にニュース等で知ることができます。また、下記ウェブ

サイトから、河川の水位情報や土砂災害の危険度が高いエリアを確認できます。
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■受付
　受付は通常の受付に加え、事前受付を設置します。事前受付では、カメラによる表面温度計測を行い、

発熱者かどうかを確認させていただきます。

　�※カメラにより発熱が確認された場合は、体温計で検温をしていただきますので、必ず体温計を

　　�ご持参ください。

　�※事前受付を設置したことに伴い、受付が混雑する場合がありますが、ご理解とご協力をお願い

　�　いたします。

■フロア内
　避難者１人あたり、４㎡のスペースになります。スペースにつきましては、床にテープ等で印をつけ

ますので、ご確認をお願いします。

　分散避難が困難な方は、指定避難所へ避難していただきますが、指定避難所の受付やフロアは次のよ

うになりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

（レイアウトイメージ）

１ｍ １ｍ １ｍ １ｍ １ｍ １ｍ

２ｍ

２ｍ

１ｍ

２ｍ

受付 受付 受付

２ｍ

出入口

体育館出入口

事前受付

カメラ

２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ

検
温

■発熱者等専用スペース
　すぐに病院を受診することが困難な発熱者、体調不良の方に専用スペースを設置します。発熱や咳な

どの症状がある場合は、スタッフへ申し出てください。

■衛生管理
　頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底してください。

　避難所では、健康管理表を配布しますので、各自で体温の測定を行い、健康状態の確認をお願いします。

発災時における避難所でのお願い（感染症対策）
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　野木町では、大雨や大雪等の気象警報・特別警報や、大型の地震の震度速報、ゲリラ攻撃情報等の国

民保護関係情報など、緊急性のある防災に関わる情報を登録制メール「野木町防災たより」で配信して

います。簡単に登録ができますので、皆様のご登録をお願いします。

配信する情報の種類
　緊急地震速報（震度４以上）、震度速報（震度４以上）、気象警報・特別警報（暴風雪、大雨、洪水、

暴風、大雪）、竜巻注意報、国民保護関係（弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃

情報、大規模テロ情報）

※�震度速報については、栃木県南部が対象になっていますので、

　野木町で震度４以上の地震でなくても配信される場合があります。

登録方法
携帯電話で登録…右記ＱＲコードを読み込むか、「77700003 ＠ bousai-nogi.jp」

　　　　　　　　に空メールを送信し、　返信メールにより会員登録をしてください。

■野木町防災たよりにご登録を！

■野木町避難所運営事前訓練を行いました！
　７月１３日に町体育センターにおいて、町職員（避難所担当者）を対象に新型コロナウイルス感染症に

対応した避難所運営訓練を行いました。

　訓練では、受付の設置、フロア内のスペースの確認、感染症対策のための備蓄品の確認、防護服の着

脱方法などを学びました。

一人ひとりが「自らの身の安全は自ら守る」という防災の基本に
基づきぜひご登録ください !!

　マイ・タイムラインは、住民の方一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせて、「いつ」「誰が」「何を

するのか」をあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画です。

■マイ・タイムライン（避難計画シート）の準備を！

　広報のぎ８月号で資料を配布していますので、ぜひご活用ください。資料がない

方は、右記ＱＲコードを読み込み、町ホームページよりダウンロードいただくか、

お手数をお掛けいたしますが、役場総務課消防防災交通係までお越しください。
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下水道を正しく使うために
　下水道はみんなの財産です。間違った使い方は悪臭の発生や処理場の機能低下、管の詰まり
などの原因になりますので、正しく使いましょう。

 ○台所

・流し口には金網をつけるなどして、ごみや野菜くずを

　流さないでください。

○便所
・使用後は必ず水を流してください。

・トイレットペーパーは専用のものを使用してください。

・異物を投入しないでください。もし誤って便器内に落と　

　した場合、水を流す前に必ず拾ってください。

・便器の掃除には、ぬるま湯を使い、とれにくい汚れには、

　中性洗剤を薄めて少量お使いください。

・殺虫剤、防臭剤、塩酸は入れないでください。

○風呂場・洗濯場
・固いものや布くず、毛髪などは目ざらを用いて取り除いてください。

・土砂が入りやすいところでは、泥だめ等で除去してください。

○その他
・強い酸類などは悪臭の原因になりますので、流さない

　でください。

・高温のお湯は流さないでください。

・ガソリン、シンナー、石油などの危険物を流さないで

　ください。

　※ご不明点などは、問上下水道課　撒（57）4195�までお問い合わせください。

・油は流さずに、野木町のごみ分別早見表に従い、可燃

　ごみにするかリサイクルに出してください。

・洗剤は無リンのものを使用してください。

・野木町では、ディスポーザー（生ごみ等破砕  

　システム）設置を原則認めておりません。
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団体名

◆活動内容

◆活動日

◆ひとこと

・当団体のことにつきましては…問ほっと　ステーション代表　小関　良枝　撒（55）0647

・町民活動等につきましては……問ボランティア支援センターきらり館　　撒（23）1231

　親の帰りが遅い子どもや１人暮らしの人たちが、みん
なで食べられる機会を設けたいという目的で、地域食堂
「ほっと　ステーション」を立ち上げました。
　原則月１回ですが、２回の月もあります。メニューは、
カレーライスとサラダ等です。午後５時から７時まで、
３０食前後用意しています。

　毎月第３金曜日

　地域の人たちから食材の提供があり、心から感謝するとともに、嬉しく思っています。地域の人

たちが顔見知りになり、何かの時に支え合えることにつながることを期待したいと思います。

町 民 活 動 団 体 紹 介 

より良い地域づくりのため活動をしている団体を紹介します

17

◆活動場所　ボランティア支援センター（きらり館）

◆会員数

ほっと　ステーションほっと　ステーション

「ほっと　ステーション」を立ち上げました。

　１０名

　みなさんも楽しく、元気に町民活動に取り組んでみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　
　ご興味のある方は、ボランティア支援センターきらり館まで、お気軽にお問い合わせください。

町民活動とは、営利を目的とせ
ず、社会的な課題の解決に向け
て町民が主体となって行う社会
貢献活動のことです。
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広報連絡委員レポート呉４１２

▲目標１０，０００歩 ▲平地林に咲くユリ

ほっと　ステーション代表　
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新型コロナウイルス感染拡大やその影響でこころが疲れていませんか

健 の康 ぎタ ウ ン を 目 し指 て ５５

こころの健康づくりと自殺予防

問健康福祉課　撒（57）4171

　新型コロナウイルスの蔓延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安を感じている方、これまで
の日常とは違った生活を送っている方、それにともなってさまざまなストレスや悩みを抱えている方も
多いのではないのでしょうか。自粛生活から解放され、日常の生活が戻った後も続くことがあります。

＜9月１０日～１６日は自殺予防週間です＞

＊自分にあった「セルフケア」を見つけましょう！

＊ストレスサインの例　ストレス反応の強さや表れ方は人によって違います。

野木町長選挙の結果について
　任期満了に伴う野木町長選挙は、７月２８日の立

候補届出の結果、届出のあった候補者が１人であっ

たため、公職選挙法第１００条第４項の規定により、

無投票となりました。

　これにより、８月３日に行われた選挙会で、立

候補届出のあった現職の真瀬宏子氏の当選を決定

しました。これを受け、野木町選挙管理委員会では、

当選人の告示をし、同日に行われた当選証書附与

式で、野木町選挙管理委員会委員長より、当選人

に当選証書が附与されました。

　なお、任期は令和２年８月２４日から令和６年８

月２３日までの４年間です。

問選挙管理委員会事務局（町総務課内）撒（57）4114

からだの反応�：寝付けない、夜中に目が覚める、食欲低下、疲れやすい、めまい、頭痛、腹痛など
こころの反応�：不安、イライラ、落ち込む、やる気がでない、涙もろくなるなど
行�動�の�反�応�：落ち着きがない、怒りっぽくなる、ひきこもる、喫煙量・飲酒量の増加など　
考�　え　�方�：集中できない、考えがまとまりにくい、自分を責めてしまうなど

　・ストレッチをする
　・趣味を楽しむ　
　・ゆったりお風呂に入る
　・楽しく食べる
　・歌う
　・好きな音楽を聴く
　・ウォーキングをする
　・十分な睡眠をとるなど
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国勢調査にご協力ください

　本調査は令和２年１０月１日現在、日本に住むす

べての人を対象に、５年に一度実施される「統計

法」に基づく基幹調査です。今年で開始から１００年

となり、調査結果は生活環境の改善や防災計画な

ど生活に欠かせない様々な施策に役立てられます。

　９月中旬ごろより調査員が各世帯を訪問し、調

査についての説明及び調査票を配布します。世帯

の世帯員数、住居の種類、男女の別、生年月日、配偶

者の有無、就業状態、従業地又は通学地など１６項

目の調査事項について、期日までにインターネッ

トや郵送提出によりご回答ください。また、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、訪問の際に

はインターホン越しでの説明を行い、調査書類を

ポストインする等の対応をいたします。

　調査についての詳しい内容は総務省統計局の

「国勢調査２０２０総合サイト」をご覧ください。

【かたり調査にご注意を！】

　詐欺等に利用するために統計調査を装って世帯

等から個人情報等を詐取する事例があります。

　正規の統計調査員は調査員証を所有しています。

不審に思われた場合は、下記担当までご連絡くだ

さい。

問政策課　撒（５７）４２１６

マイナンバーカード日曜交付のお知らせ

【持�参する物（必須）】

・カード交付の案内ハガキ

・通知カード

・本人確認書類 (運転免許証等)

【持�参する物（お持ちの方）】

・印鑑登録証

・住民基本台帳カード

日９月２７日（日）９時～１２時

問住民課　撒（５７）４１２６

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

今月の納期　【介護保険料】　　 第３期　

　　　　　　  【国民健康保険税】第３期　【後期高齢者医療保険料】第３期　

証明書自動交付機取扱い終了の　
お知らせ

　役場正面玄関に設置されている証明書自動交付

機は、機器本体の製造中止や補修部品の入手が困

難となりリース契約の更新ができないため、契約

期間の満了となる令和３年６月３０日をもって取

扱いを終了いたします。

　みなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどよろしくお願いします。

問住民課　撒（５７）４１２６

マイナンバーカードの有効期限をご
確認ください

　マイナンバーカードを２０歳未満で作成した方

や、カードに電子証明書を搭載された方は、発行日

から５回目の誕生日で有効期限が終了します。

　有効期限満了が近い方で引き続きご利用を希望

される方は、住民課窓口にて更新手続きをしてく

ださい。更新手続きは有効期限の３か月前から行

うことができます。

　更新対象の方には、有効期限の約３か月前にＪ

－ＬＩＳ（地方公共団体情報システム機構）から更新

手続きの通知書が送付されます。

　なお、カードの期限はカードの券面、電子証明書

の期限は券面又はカード交付時にお渡しする電子

証明書の写しでご確認ください。

問住民課　撒（５７）４１２６

水道水圧力低下のお知らせ

　思川浄水場取引用電力量計器取替工事のため、

水道水圧力の一時的な低下、不安定化が予想され

ます。

日９月１５日（火）１４時～１６時

問上下水道課　撒（５７）４１９４

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している事業・イベント等は、中止または日程が変更となる　
　場合がありますので、開催予定について各問合せ先へ事前にご確認くださいますようお願いします。

町からのお知らせ
２０２０

※ 町の事業の申込受付は、特に指定のない限り土・日曜日、祝日、年末年始を除く８時３０分～１７時１５分　　　
（「としょかん」「こどもひろば」「生涯学習」「スポーツ」「野木ホフマン館」「エニスホール」を除く）

９
〈野木町役場〉�０２８０（５７）４１１１代表　〈野木町公式ホームページ〉�http://www.town.nogi.lg.jp/
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I n f o rmat i   n

家屋を取り壊したらご連絡を

　毎年１月１日以降に家屋の全部または一部を取

り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は翌

年度から課税されませんので、お早めに税務課資

産税係までご連絡ください。担当職員が現地調査

に伺います。

　なお、滅失登記済みの場合や家屋調査の際に申

し出をされた場合、ご連絡は不要です。

問税務課　撒（５７）４１２３

令和２年度野木町町政地区懇談会
開催日程のお知らせ

　区と町では、今年度も開催希望のあった各地区

にお伺いし、町民の皆さまから町や地区の課題に

ついてご意見をお聞きする「町政地区懇談会」を下

記のとおり開催することとなりました。お忙しい

ところとは存じますが、開催区にお住まいの皆さ

まは是非ご参加ください。

　例年、自治会班回覧にて開催のお知らせを送付

しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から班回覧を実施せずに、

本紙面及び開催月の「おしらせ版」でのお知らせに

変更させていただきます。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等

により、懇談会が中止となる場合がございます。

【出席者】

　開催区住民の方、町長・町職員

【内容】

　町からの重要施策等説明、自由討議

問政策課　撒（５７）４１０１

花とレンガのまち　　　　　　　　    　　　　　
野木町の人・花・風景作品展作品募集

　役場本館や新館連絡通路を町民の皆さんの作品

展示スペースとして、定期的に作品を展示してい

ます。

【テーマ】

　「花とレンガのまち・野木」

※町内の風景・人・祭り及び花や煉瓦窯等に関連す

　るもの。

【種類・サイズ】

①絵画…１０号(５３㎝×４５㎝) 以下

　（額装、吊下げ紐装着、ガラス不可、アクリル可）

②写真…４つ切から半切

　（単写真のみ、インクジェット不可、吊下げ可能

　状態での出品）

※①・②とも５㎏超の場合相談

【展示期間】

　６か月程度（１期間１人１作）

【展示場所】

　役場本館・新館フロア他(場所指定不可)

【募集期間】

　９月１０日（木）～３０日（水）８時３０分～１７時１５分

【出品手続】

　政策課へ作品を持参し、申込書に記入。

※詳細は問合せ先へ

問政策課　撒（５７）４２２９

不動産無料電話相談会のお知らせ

　不動産に関するさまざまな事柄についてのお悩

みや疑問についての相談会を開催します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今回

はお電話による相談会となります。

※毎月偶数月の第２火曜日に開催予定です。

日１０月１３日（火）① ９時～１０時

 ②１０時～１１時

 ③１１時～１２時

【相談方法】　　　

　ご予約いただいた時間に下記の電話番号までご

　連絡ください。※ご予約は未来開発課へ

　（公社）栃木県宅地建物取引業協会県南支部

　撒０２８２（２７）９０８８　

対町在住者

定先着３組（※各回１組）

【相談員】

　栃木県宅地建物取引業協会県南支部理事

問未来開発課　撒（５７）４１７８

お知らせ

開催区 日程 時間 場所

南赤塚 １０月３日（土）
１０:００
～１１:３０

南部清掃センター

川田 １０月１６日（金）
１８:３０
～２０:００

川田集落センター

若林 １０月２７日（火）
１３:３０
～１５:００

若林集落センター

潤島 １１月６日（金）
１８:３０
～２０:００

潤島公民館

丸林西 １１月２１日（土）
１０:００
～１１:３０

丸林西会館

新橋 １１月２８日（土）
１４:００
～１５:３０

ホープ館

丸林東 １２月６日（日）
１０:００
～１１:３０

土地区画整理記念会館

松原 １２月６日（日）
１４:００
～１５:３０

松原コミュニティセンター
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お知らせ

「定住促進補助金」のご案内

　平成２７年４月１日～令和２年３月３１日に取得

された住宅に対して交付しておりました補助金を

令和２年４月１日～令和７年３月３１日に取得さ

れる住宅に対しても助成いたします。

※該当対象要件に一部変更がありますのでご注意

　ください。

※令和２年３月３１日までに住宅を取得された方に

　ついては、変更前の要件及び補助額となります。

【対象】

・令和２年４月１日～令和７年３月３１日に取得

　された住宅（ただし、建て替えにより取得した住

　宅は除く）

・取得した住宅が建築基準法及び都市計画法の規

　定に適合していること

【要件】

・住宅を取得した時点で４０歳以下の方

・転入又は転居により新たに専用住宅、併用住宅

　又はマンション等の区分所有建物を取得する方

・住宅を取得し、取得から１年以内に入居し、かつ

　その住宅に５年以上定住することを誓約した方

・入居する世帯員（生計同一者）が２名以上の方

・取得した住宅が共有名義であるときは、その代

　表の方

・世帯員に町税等の滞納がない方

　また、転入者は前住所地の市区町村税等の滞納

　がない方

【基本額】

　新築住宅：１０万円、中古住宅：１０万円

【加算額】

・申請者が転入者の場合：２万円加算

※再転入者は転出から１年以上経過していること

・１８歳までのお子様がいる場合：３万円加算

【補助金の申請方法と添付書類】

　住宅を取得してから１年以内に、補助金交付申

　請書及び次の書類を提出してください。

①世帯全員が記載されている住民票謄本（続柄記載）

②定住誓約書

③建物登記簿の全部事項証明書の写し

④建物の平面図（間取図）及び住宅までの案内図

⑤町外からの転入者については、直近の住所地で

　の完納証明書等（市区町村税等の滞納がないこ

　とを証明できる書類）

⑥登記の遅延（取得から登記までが年度をまたぎ、

　申請要件が変わる場合など）にあっては、物件の

　取得を確認できる書類

問未来開発課　撒（５７）４１７８

野木町健康センター（ゆ～らんど）
の指定管理者を募集します
【対象施設】　

　野木町健康センター（ゆ～らんど）

　野木町大字南赤塚１５１４番地１

【指定の期間】

　令和３年４月１日～令和６年３月３１日（３年間）

【募集要項配布期間・入手方法】

　９月３日（木）～２３日（水）

　健康福祉課窓口または町ＨＰよりダウンロード

【現地説明会】　９月１５日（火）

【申請書類受付期間】　１０月１２日（月）～２３日（金）

【選定方法】　　

　町指定管理者選定委員会において審査を行い、

　候補者を選定し、その後議会の議決を経て指定

　管理者として指定します。

【その他】　詳細は募集要項・仕様書に記載します。

問健康福祉課　撒（５７）４１７１

株式会社セブン‐イレブンジャパン
と協定書を締結しました
　安心して生活できる地域づくりを目指すことを

目的として、７月１６日に株式会社セブン ‐イレブ

ンジャパンと「野木町地域見守り活動に関する協

定書」を締結しました。この協定により、店内接客

や商品配達など日常業務を行いながら高齢者や障

がい者、子どもの見守り活動を行っていただくほ

か、認知症サポーター養成にご協力いただきます。

　また、見守り活動中に高齢者等の異変を察知し

た場合は町に状況を連絡し、緊急時には警察署・

消防署に通報していただくなど、地域の安全を見

守る「セーフティステーション」として活動して

いただきます。

問健康福祉課　撒（５７）４１７２

令和２年度「敬老会」中止のお知らせ

　多年にわたり社会の進展に寄与してこられた皆

様を毎年「敬老会」にお招きし、御長寿をお祝いし

てまいりましたが、今年度は、新型コロナウイルス

感染予防の観点から敬老会を中止といたしました。

何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。

　記念品につきましては、対象者の皆様に郵送に

て配布させていただきます。なお、敬老祝金対象者

の皆様には、祝金支給の際にお渡しいたします。

問健康福祉課　撒（５７）４１７３
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I n f o rmat i   n お知らせ

第一松原踏切拡幅工事に伴う 　  
交通規制について

　第一松原踏切拡幅工事のため、交通規制を実施

させていただきます。規制期間中は終日、歩行者を

含め全面通行止めとなります。安全・安心のまちづ

くりに向け、ご理解ご協力をお願いいたします。

【工事名】

　第一松原踏切拡幅工事

【工事場所】

　野木町大字友沼地内（野木幼稚園前）

【交通規制の内容】

　終日全面通行止め

【通行止め期間】　　　

　１０月１日（木）０時～１１月３０日（月）２４時

〇通行止め期間中は中谷踏切、下坪踏切への迂回

　をお願いいたします。（位置図参照）

〇通行止め期間中、第一松原踏切に接する町道の    

　改良工事を併せて実施させていただきます。工  

　事期間中は町道部分の通行が出来ませんので迂

　回をお願いいたします。日程については工事箇

　所周辺に設置する工事予告看板にてお知らせい

　たします。

〇通行止め期間中、通学路の変更を行いますので、

　変更後の通学路を通行する際は児童・生徒等が

　安全に通行できるようご配慮をお願いいたしま

　す。

問都市整備課　撒（５７）４１６９

野木町農業委員、　　　    　　　
野木町農地利用最適化推進委員名簿
【野木町農業委員(敬称略)】

【野木町農地利用最適化推進委員(敬称略)】

（任期：令和２年７月２０日～令和５年７月１９日）

問農業委員会事務局　撒（５７）４１０９

氏名 担当地区

古澤清一郎
本新田、下影、角新田

上羽ヶ田、中古屋、友下、友西

渡邉初枝 松原全域

田村良実
野木全域
野渡全域

鈴木　誠 中之内、篠山、座又

須田啓一
丸林全域
潤島全域

針谷盛也
矢畑、中根、御門
中谷全域

舘野アサ子 佐川野上、佐川野中

柿沼　誠 佐川野西、佐川野下全域

黒須市郎
若林全域
川田全域

氏名 担当地区

上原光男
本新田、下影、角新田

上羽ケ田、中古屋、友下・友西

鈴木正義
松原全域、新橋全域、
卯ノ木全域, 潤島全域

上野俊明 野木全域

吉野昭次 野渡全域

永塚鉄男 南赤塚全域

真瀬　栄
中谷全域
丸林全域

舘野光憲
若林全域
川田全域

岩﨑勝行 佐川野全域

町ホームページに掲載する
バナー広告を募集します

１枠当たり：７，０００円／月
天地６０ピクセル、左右１２０ピクセル、
容量８KB以内、形式GIF・JPEG
※審査の結果、掲載できない場合があります。
※詳しいことはお問い合わせください。

　　　　　　　　　問総務課撒（５７）４１３４
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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る
応援金・支援金のご案内

〇野木町新型コロナウイルス感染症に係る　　　
　事業継続応援金

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上高

が減少した事業者に対し、事業継続・経営安定化を

応援するため助成金を交付します。

【助成額】

　１事業者あたり一律１０万円

【対象事業者】

〈法人〉

・町内に本社、本店等主たる事業所等を置き、引き

　続き事業を継続する意思がある者

・資本金１０億円未満、もしくは資本金の額が定め

　られていない場合は、従業員数が２，０００人以下

　の事業者

・町税に滞納がない者

〈個人〉

・町内の住所登録のある者で、引き続き事業を継

　続する意思がある者

・町税に滞納がない者

【交付要件】

　令和２年１月～９月のうち、いずれかの月の売

　上高が前年同月比で２０％以上５０％未満減少し

　ていること。ただし、５０％以上減少している月

　がある場合は、対象にならない（国の持続化給付

　金の給付要件となっているため）。

　なお、平成３１年（令和元年）に新規開業した者、

　もしくは前年の月別売上高が確認できない者は、

　前年月平均の売上高と比較して２０％以上５０％

　未満減少していること。

〇野木町新型コロナウイルス感染拡大防止対策　
　支援金

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観

点から自主的に３密を作らない新しい生活様式の

取り組みを推進し、厳しい状況下においても営業

を継続することで町民生活を支える事業者に対し、

支援金を交付します。

【交付額】

　１事業者あたり５万円

【対象事業者】

　町内に事業所を有する小規模事業者（従業員数

　が２０人以下※小売り・サービス業においては５

　人以下）及び個人事業主のうち、一般客と対面に

　より接客を伴う業務を行っている事業者であり、

　かつ、国の持続化給付金又は野木町の事業継続

　応援金が支給された事業者

〈対象外の事業者〉

・公的な資金の使途として社会通念上、不適切で

　あると判断される事業（風俗営業、暴力団等）

・町税に未納があるもの

・売り場面積が１，０００平方メートルを超える小売店

・全国チェーンの直営店舗

【対象要件】

　申請時点で営業の実態がある事業者が、趣旨に

　沿った次の取り組みを４月以降に実施し、申請

　以降も継続すること。

・フィルムや間仕切りによる飛沫防止

・ソーシャルディスタンスサインの導入

・座席間引に伴うレイアウト変更

・店舗、駐車場等への入場制限

・セルフレジの導入、キャッシュレス化

・消毒液、ビニール手袋、マスク、検温計等の購入

　及び設置

・テイクアウト用カウンターの設置、テイクアウ

　ト用容器・割り箸・おしぼりの購入

・待合室の整備

・お客様手洗い場、窓・網戸、換気設備の設置

・その他３密対策として町が認めるもの

〇共通事項

【申請受付期間・申請方法】

　１０月３０日（金）まで【当日消印有効】

〈①郵送の場合〉

　申請書類をそれぞれ次の宛先へ郵送してください。

　〒３２９－０１９５　野木町大字丸林５７１番地　　

　野木町役場産業課　

［応援金の宛先］

　野木町事業継続応援金担当　宛

［支援金の宛先］

　野木町感染拡大防止対策支援金担当　宛

〈②持参の場合〉

　申請書類を産業課へ持参してください。

※３密（密閉・密集・密接）を回避するため、原則と

　して郵送での申請にご協力ください。

【申請に必要な書類等の入手方法】

・町ホームページからダウンロード

・産業課窓口、町商工会窓口

【その他】

　該当しない事実や不正等が発覚した場合には、

　応援金・支援金を返還していただきます。

※詳しくは町ホームページ

　（http://www.town.nogi.lg.jp/page/

　page002918.html）をご覧ください。

問産業課　撒（５７）４１５３
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I n f o rmat i   n

野木町奨学金　　　　　　　　　　　　　　
令和３年度奨学生募集

　令和３年度に進学予定の方（高校又は高等専門

学校の３年生）を対象に野木町奨学金の奨学生を

募集します。

【給付月額】　　

　２０，０００円（原則、返還は不要）

【給付期間】　　

　進学する学校の正規の修業期間

※令和３年度から奨学金を給付します。

【申請期間】　　

　１０月１日（木）～２６日（月）

　８時３０分～１７時１５分（土日祝日を除く）

【申請場所】　

　野木町教育委員会こども教育課庶務管理係

　（野木町役場別館内）

【申請対象者】　

　以下の①～⑤をすべて満たしている方を対象に

　募集を行います。

①高等学校・高等専門学校の第３学年に在学し、

　令和３年度に大学、短大、専修学校（専門課程）の

　第１学年又は高等専門学校の第４学年に進学予

　定であること

②申請者又は生計維持者が令和２年４月１日時点

　で３年以上町内に居住し、現在も引き続き町内

　に居住していること

③申請者と生計維持者が町税を滞納していないこと

④申請者と同一世帯の方全員の令和２年度の住民

　税所得割が非課税（０円）であること

⑤学習成績評定平均値が５段階中３．０（平均）以上

　であること（令和元年度及び令和２年度の１学

　期末までの成績で判定します）

【選考方法】

　申請書類及び面接により選考します。

※応募書類についての詳細は、募集要項又は町ホ

　ームページをご覧ください。

※募集要項・申請書等は、９月１日（火）からこども

　教育課、町公民館、町図書館等で配布します。

　また、募集要項・申請書等は、同期間に町ホーム

　ページに掲載します。

問こども教育課　撒（５７）４１８１

お知らせ

野木町観光協会会員を　　　　　　　
募集します

　一緒に野木町を盛り上げましょう！！

　町観光協会では、観光振興及び地域の活性化を

図るため、町内で行われるイベントの企画や町外

での観光ＰＲ等を行っています。

　観光事業に興味や関心、応援したいという会員

を募集しています。

【主な活動】

・観光イベントの企画立案

・町外イベントでの観光ＰＲ

・観光先進地への視察研修　など

【会費(年間)】

〈個人〉　２，０００円　〈法人〉　５,０００円

【会員特典】

　招福缶バッジをプレゼント

【申込み】

　問合せ先へ

問観光協会(町産業課内)

　撒 (５７)４１５３

ア グ リ ツ ア ー 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
～ さ つ ま い も の 収 穫 体 験 ～

日１０月３日（土）１４時～　

所町市民農園（野木町友沼地内）　容収穫体験

対町内在住者（家族での参加歓迎）　定先着３０名

儡１人５００円（中学生以下は無料）

※ただし、中学生以下だけでの参加は不可。

申９月７日（月）～１８日（金）　

　参加料を添えて町産業課へ

※天候不順による生育不良のため中止とさせてい

　ただく場合がございますので、申込みの際は事

　前にお問合せください。

問産業課（野木町青少年クラブ協議会事務局）　

　撒（５７）４１５１

第１２回のぎの楽市　 　 　　　　　
「ビールまつり」中止のお知らせ

　毎年８月末に開催しておりました、のぎまちづ

くりネットワーク主催の「のぎの楽市ビールまつ

り」は新型コロナウイルス感染防止とお客様の安

全を考え中止する事になりました。事情をご理解

くださいますようお願いいたします。

問きらり館　撒（２３）１２３１　

　のぎの楽市実行委員会・のぎまちづくりネットワーク

　浜田　撒（５６）０３８２
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お知らせ

令和３年度幼稚園・認定こども園
( 第１号認定) 入園児募集
【対象】　

　令和３年４月１日以降に、満３歳から小学校入

　学前で幼児教育を希望する児童( 認定こども園

　では、第１号認定に該当します。)

【募集要項配布】

　９月１日(火) ～ 

【受付期間】　　　

〈法得幼稚園〉　９月８日(火)～

〈認定こども園野木幼稚園〉　９月７日（月）～

【配布・受付場所】　

　利用を希望する幼稚園、認定こども園

【申込方法】　　

　利用を希望する幼稚園、認定こども園に直接お

　申込みください。

【その他】

　保育認定の募集要項は９月１７日(木) より、こど

　も教育課で配布します。（町ホームページでもダ

　ウンロードできます。）

　詳細は、広報のぎ１０月号にてお知らせします。

問法得幼稚園 　撒 (５５)０８０６

　認定こども園野木幼稚園　撒 (５６)１７２３

栃木県立盲学校　体験学習案内

【日時】※いずれも９時３０分～１２時

　　　 ９月２４日（木）〈小学部〉

　　　 ９月２５日（金）〈中学部〉

　１０月 １日（木）〈高等部（普通科）〉　

　１０月２７日（火）〈高等部（保健理療科・専攻科）

　１１月１２日（木）〈幼稚部〉　

【対象】

　視覚に障害のある幼児児童生徒とその保護者、

　視覚に障害のある成人。

【申込み】

　実施日の２週間前までに電話又はＦＡＸで下記

　へお申込みください。

※小・中学生は、通学している学校にお申込みく

　ださい。

※高等部保健理療科・専攻科では、あん摩マッサー

　ジ指圧師・はり師・きゅう師を養成し、視覚に障

　害のある方の職業自立をサポートします。

【申込み・お問合せ先】

　栃木県立盲学校

　宇都宮市福岡町１２９７番地

　撒０２８（６５２）２３３１　姉０２８（６５２）４６０２

令和２年度第２回危険物取扱者試験

【種類】　

　甲種・乙種（第１～６類）・丙種

【試験日】　

　１１月８日（日）

【会場】

　白鴎大学大行寺キャンパス

　（小山市大行寺１１１７）

【書面申請期間】　

　９月７日（月）～１８日（金）９時～１７時

※土日、祝日を除く

【書面申請場所】　

　小山市消防本部予防課保安係

※他に、電子申請及び( 一財) 消防試験研究センタ

　ー栃木県支部への郵送申請あり。

【その他】

　試験案内・受験願書・手数料払込用紙は、消防本

　部予防課、消防署、分署、分遣所に用意

問小山市消防本部予防課保安係

　（小山市神鳥谷１７００-２）　

　撒０２８５（３９）６６５８

求職者とシニアのための巡回相談会
＆巡回セミナー in 野木
　栃木県が設置する総合的就労支援機関「とちぎ

ジョブモール」及びとちぎ生涯現役シニア応援セ

ンター「ぷらっと」による、就労やシニア世代の社

会参加活動に関する巡回相談会・巡回セミナーを

開催します。

　なお、新型コロナウイルス感染症の状況次第で

は、中止となる場合があります。

日９月１０日（木）※事前予約が必要です。

〈巡回セミナー〉

　１０時３０分～１２時

　テーマ「就職活動の基本と自己分析のやり方」　

〈巡回相談会〉　　

　１３時～１６時

〈ぷらっと巡回相談会〉　

　１３時～１５時

※セミナーのみ、相談会のみの参加も可能です。

所町役場新館２階大会議室　儡無料

定〈巡回セミナー〉　１５名

　〈巡回相談会、ぷらっと巡回相談会〉　２～３名程度

申９月９日（水）１６時までに問合せ先へ（土日除く）

※詳細は問合せ先へ

問小山労政事務所　撒０２８５（２２）４０３２
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I n f o rmat i   n お知らせ

全国一斉　司法書士による手続き
支援のための養育費相談会

　本相談会は、全国青年司法書士協議会が日本司

法書士会連合会と共催で行う相談会です。

　養育費でお困りの方、ぜひご相談ください。

日９月１２日（土）１０時～１６時

【電話番号（フリーダイヤル）】　撒０１２０（５６７）３０１

【担当者】　大門（おおかど）

※秘密は厳守します。

儡無料

申不要

問栃木県青年司法書士協議会　

　撒０２８９（６４）４８０５

県 南 産 業 技 術 専 門 校　　　　　　　
技能講習の開催

【研削砥石取り替え業務特別教育】

日１０月５日(月)～６日(火)８時３０分～１７時３０分

定１０名　儡３,５８０円

【表計算データ処理（Ｅｘｃｅｌ２０１９関数編）】

日１０月８日(木)～９日(金)９時～１６時

定１４名　儡３,５８０円

※申込締切は各講習会開催日の１０日前

　（定員になり次第締切）

問栃木県立県南産業技術専門校

　撒０２８４（９１）０８０３

高濃度ＰＣＢ廃棄物の適正処理に
ついて

　ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下、「ＰＣＢ廃棄

物」という。）は、法律により保管している事業者が

期間内に処分しければなりません。ＰＣＢ廃棄物を

保管していないか確認の上、処分を進めてくださ

い。

【処分期間】

〈高濃度ＰＣＢ廃棄物（変圧器・コンデンサー）〉　　

　令和４年３月３１日まで

〈高濃度ＰＣＢ廃棄物（蛍光灯用安定器等）〉

　令和５年３月３１日まで

※低濃度ＰＣＢ廃棄物は令和９年３月３１日まで

　処分費用の軽減措置などについては、栃木県

ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/

d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html）

に記載しています。 

問栃木県廃棄物対策課　撒０２８（６２３）３０９８

シルバー人材センターからのお知らせ

　当センター会員は平均年齢７０歳を超えており、

８０代の方も数多くお仕事をされ活躍しています。

　働いて輝いて健康に、そんな私たちの仲間にな

りませんか？

　屋内清掃希望の方、植木剪定のできる方大歓迎

です。女性会員の入会もお待ちしております！

【入会説明会の開催について】　

日９月１０日（木）１４時～１５時３０分

所シルバー人材センター（ホープ館南側）

対６０歳以上で町在住の方

※要予約、筆記用具持参 

【今月の刃物研ぎ開催日】

日９月１８日（金）１０時～１５時

所野木町シルバー人材センター　作業場

儡３００円～

【「スマホの楽校」開催日】

日第２、第４水曜日　１０時～１２時

所野木町シルバー人材センター　会議室

儡５００円

【障子・襖・網戸貼り】

　シルバー人材センターでは、障子・襖・網戸の張

　替も行っております。

　皆様からのご依頼をお待ちしております。

問（公社）野木町シルバー人材センター

　撒（５６）２１３７

毎年１０月は全国不正軽油　　　
撲滅強化月間です
　不正軽油に関する情報をお寄せください。

　不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油

の代替燃料として灯油や重油を混和する等して使

用するものです。知事の承認を受けずに自動車の

燃料として灯油や重油などを使用すると、罰則の

適用を受けることがあります。

　不正軽油に関する情報は、「不正軽油１１０番

（０２８２（２３）３８６２）」または栃木県不正軽油１１０番

ウェブサイト内「不正軽油１１０番情報提供フォー

ム」にお寄せください。

※不正軽油に関わる者は、すべて罰則の対象にな

　ります。

問栃木県税事務所軽油取引税調査担当

　撒０２８２（２３）３８６２
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お知らせ・野木ホフマン館・生涯学習

あなたがおすすめする健康づくり
体験談募集中

　健康自慢のみなさんが実践している健康法を募

集しています。みなさんのご応募をお待ちしてい

ます。

【募集テーマ】

　「自分の健康管理のため行っている健康法とその効果」

【募集部門】

・運動部門（運動、スポーツなど）

・暮らし部門（食事、生活習慣など）

・生きがい部門（社会活動、趣味など）

【対象者】

　後期高齢者医療制度に加入している本県の被保険者

【応募方法】

　①・②を下記申込み先にお送りください。

①健康づくり体験談（題名と本文。原稿用紙２～３

　枚程度）

②必要事項（応募部門・郵便番号・住所・氏名・生年

　月日・電話番号）を記入した用紙（様式任意）

【応募締切】

　９月３０日（水）※必着

【優秀作品】

〈最優秀賞〉

　１点　　商品券３万円分

〈優秀賞〉　　

　３点　　商品券１万円分

※優秀作品はホームページで公表します。

　また、各賞から漏れた方にも参加賞（ＱＵＯカー

　ド５００円分）をお送りします。

【申込み・お問合せ先】

　栃木県後期高齢者医療広域連合総務課

　〒３２０－００３３

　宇都宮市本町３-９　栃木県本町合同ビル２階

　撒０２８（６２７）６８０５

　死soumu@kouikirengo-tochigi.jp

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）
のお知らせ

日１０月３日（土）１３時～１５時３０分

所栃木文化会館（栃木市旭町１２-１６）

容福祉の仕事に就きたい方と求人事業所との相談

　会。福祉の仕事や資格の相談もできます。

【対象市町】

　栃木市、小山市、下野市、鹿沼市、足利市、佐野市、

　壬生町、野木町

問栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター

　撒０２８（６４３）５６２２

問野木ホフマン館　撒０２８０（３３）６６６７

○ 講座・教室の申込受付は月曜を除く９時～17 時

　　　　　　渡良瀬遊水地植物観察会　　
　　　　　　参加者募集

日９月１７日（木）１０時～１２時

【集合場所】　　

　渡良瀬遊水地旧谷中村史跡保存ゾーン（駐車場）

【講師】

　加藤裕一　氏

対町在住在勤・近隣の方

定先着１５名

儡無料

申９月１日（火）～１２日（土）

　問合せ先に電話で申し込み。

【その他】

　歩きやすい靴、服装でご参加ください。

○ 講座・教室の申込受付は、月曜日・祝日を除く

　８時３０分～１７時

　　　　　　講座中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年

度の下記講座は中止といたします。

〇親子ゼミ 野木・まちなかグリーンツーリズム　 

  ２０２０

〇ワイワイクッキング

野木ホフマン館

生涯学習

広　　告
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I n f o rmat i   n スポーツ

○ 講座・教室の申込受付は、月曜日・祝日を除く

　８時３０分～１７時

○ 元気の出るスポーツクラブの受付は月曜日、

　土日祝日を除く９時～１７時

　　　　　　第１０回野木町グラウンド　　　　
　　　　　　ゴルフオータム大会

日９月１０日(木) 受付８時～

【予備日】　９月１７日(木)

所あじさい公園グラウンド

対グラウンドゴルフ協会会員及び町在住在勤者

儡一般参加者５００円( 協会会員を除く)

申９月３日(木) までに問合せ先へ

問町グラウンドゴルフ協会　伴　光夫　

　撒（５６）０１５５　

　撒０９０（４３６９）１１４７

　　　　　　第３３回野木町テニス　　　　　　
　　　　　　秋季大会(団体戦)

日１０月４日(日) ８時３０分集合（雨天順延）

【予備日】　１０月１８日(日)

所町総合運動公園テニスコート６面

対町在住在勤者、町テニス連盟登録クラブ会員

【種目】

〈男子ダブルス団体戦〉　1 チーム３組(８チーム)

〈女子ダブルス団体戦〉　1 チーム３組(４チーム)

【試合方法】

〈予選〉　リーグ戦

〈決勝〉　順位別トーナメント戦

儡1 チーム３,０００円

　( 当日徴収・ボールはテニス連盟で用意)

申９月１４日(月) ～２５日(金) 問合せ先へ

【その他】

　新型コロナウイルス感染防止対策の遵守

①参加受付時に当日の体温を受付簿に記入する

②平熱を超える場合は大会に参加しない

③マスクを持参し、プレー中を除き必ず着用する

問町テニス連盟　黒田俊之　

　撒（５４）１１２１

　死ugp58171@nifty.com

スポーツ 　　　　　　　　元気の出るスポーツクラブのぎ事業　　　
　　　　　　　　ジュニアバウンドテニス初心者教室

　小学生から中学生までの皆さん、バウンドテニ

スを楽しくやりましょう。初心者大歓迎です。

日９月２６日(土)、１０月３日(土)、１０日(土)、

　１７日(土)、２４日(土)　各１７時～１９時

所町体育センター　対小学生～中学生　定２０名

儡毎回１回２００円(保険代含む・当日集金)

【講師】

　(一財)日本バウンドテニス協会　

　公認コーチ及び指導員

【持ち物】

　ラケット、ボール(貸出あり)、運動のできる服装、

　体育館シューズ、タオル、飲み物

申９月８日(火)～１８日(金)に問合せ先へ

問岡田晶子 　撒０９０（４７２５）０９２８

　　　　　　小学生･大学生交流事業　　　
　　　　　　サッカー教室

　人気競技のサッカーを大学生が丁寧にやさしく

楽しくご指導します！未経験の方も大歓迎です。

日９月１３日(日)１８時～１９時３０分

※雨天時は、９月２０日(日)１８時～１９時３０分

所町総合運動公園サッカー場 

対町在住の小学生男女　定先着３０名　儡３００円

【持ち物】

　サッカーボール、運動が出来る服装、飲み物、

　タオル、サッカーシューズ(運動靴可)、着替え

申９月８日(火)までに町公民館窓口へ

問生涯学習課　撒（５７）４１８７

　　　　　　いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 
　　　　　　炬火台、炬火トーチデザイン募集

　令和４年に栃木県で開催する「いちご一会とち

ぎ国体」及び「いちご一会とちぎ大会」で使用する

炬火台、炬火トーチのデザインを募集します。

　最優秀作品各１点には賞金が贈呈されます。

【応募期間】　

　１０月３１日（土）まで

【応募・お問合せ】

　いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

　競技式典課「炬火台・炬火トーチデザイン募集」係

　撒０２８（６２３）３５０８

　死kyoka@pref.tochigi.lg.jp

　国体・大会公式ＷＥＢサイト

　（https://www.tochigikokutai2022.jp/）
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問野木エニスホール　撒(５７)２０００

○ お問合せは、火曜日を除く８時３０分～１７時

　　　　　　野木エニスホール　　　　　　　　　
　　　　　　館内見学ツアー

　大ホールをはじめ各施設はもちろん、普段は見

られない舞台のウラガワなどを文化会館職員がご

案内する見学ツアー！

　各施設の機能や工夫を「見て・聞いて・体験して」

みませんか？団体様でもお一人様でも大歓迎です。

【見学時間】

　９時～１２時または１３時～１６時から選択

　( 希望日の１か月前～３営業日前まで申込可)

※照明・音響の体験を希望する場合は２０日前ま

　でにお申込ください。

【会場】　

　お申込の際に見学場所一覧より希望の見学場所

　をお選びください。

※全ての施設を見学すると２時間半～３時間程度

　かかります。

　短時間での見学をご希望の方もお気軽にご相談

　ください。

対小学生以上　※小学生は保護者同伴

定２０名以下

儡無料

【申込方法】　

　ご来館または、参加申込書と見学場所一覧をエ

　ニスホールホームページよりダウンロードの上

　ご記入いただき、ＦＡＸ、メール、郵送にてお申

　込ください。

　撒（５７）２０００ 　姉（５７）２０４４

　死bunkakaikan@town.nogi.lg.jp

　〒３２９－０１０１　

　野木町大字友沼１８１

〈エニスホールホームページ〉

　http://www.enisshall.jp

※催し物や施設の都合により、日時・会場等のご希

　望に沿えない場合があります。

※階段の昇降がありますのであらかじめご了承く

　ださい。

※動きやすい服、また、安全のためゴム底の靴でご

　参加ください。

※詳しくは野木エニスホールまでお問合せくださ

　い。

野木エニスホール

　　　　　　野木エニスホール　　　　　　　　　
　　　　　　館内見学ツアー

野木エニスホール・としょかん

問町立図書館　撒（５７）２８１１

○開館時間は、９時３０分～１８時

　貸出カードは３年毎に更新が必要です。更新の

際は身分証明書の呈示をお願いいたします。( 更

新時期になりましたら、カウンターでお知らせい

たします。なお、カードはそのまま使用します。)

※マスクの着用など咳エチケットにご協力くださ

　い。

※具合の悪い方のイベント等への参加はご遠慮く

　ださい。

休館のお知らせ

　９月９日(水) ～１４日(月) まで、蔵書点検のため

休館いたします。ご不便をおかけいたします。

※９月１５日(火) ～開館いたします。

　　　おはなし会

☆しゃぼんだま(図書館職員)

　９月のしゃぼんだまはお休みです。

☆ピノキオ

日９月８日(火)、１５日(火)、２９日(火) 

　１１時～１１時２０分

※２２日(火) はお休みです。

容♪絵本よみきかせ♪紙芝居♪手あそび

対幼児

※会場は２階ホールです。

※対象は目安ですので、お気軽にご参加ください。

としょかん

広　　告
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I n f o rmat i   n としょかん

　　　　　　 移動図書館巡回日程

【南赤塚小学校】 

　９月２日(水)　　１３時～１３時４０分

【新橋小学校】�

　９月３日(木)　　１３時５分～１３時５０分

【佐川野小学校】 

　９月１５日(火)　 １２時５５分～１３時２５分

【野木小学校】 

　９月１７日(木)　 １３時５分～１３時４５分

【友沼小学校】�

　９月２３日(水)　 １２時４０分～１３時２５分

※新着図書案内は、図書館内に掲示してあります。 

　図書館ホームページ（資料検索→新着資料検索）

　でも確認できます。

　　ありがとう　きみのえがおが　ぼくのえがおに

野木小学校　髙
た か だ

田　颯
は や と

斗
（令和２年度人権啓発カレンダー掲載作品審査会での優秀作品から選出したものです）

人権標語

　　　図書館音楽サロン

　真空管アンプの透明な、奥深い響きを楽しみま

しょう。

日９月２０日（日）１３時３０分～１５時（出入り自由）

所図書館２階ホール

儡無料

申不要

【主催】　読書のまちづくり応援団

　　　　ひまわり真空管クラブ

問小湊　撒０８０（２２６５）４８６４

　　　のぎくコンサート 　　　
　　　～９月の朗読会～
　今春からの新型コロナウイルスの不安の中で、

自粛生活が続いております。今までの生活で当た

り前にできたことがどんなに大切なことだったの

か、改めて実感しているのではないかと思います。

　「幸福ってなんだろう？」

　自粛の間、本はたくさん読まれましたか？音楽

は楽しまれましたか？

　ぜひ、ご一緒に生の朗読をお楽しみください。

日９月２７日（日）１３時３０分開場、１４時開演

所図書館２階ホール

【プログラム】

　「紙しばい屋さん」　アレン・セイ　作

　「食べる」　池波正太郎　作

　「絶望のなかの小さな幸福」　五木寛之　作　他

【出演】

　朗読の会のぎく

対どなたでも

定２０人くらい

儡無料

申不要

※当日参加できます。

問朗読の会のぎく　田中　撒 (５７)９９２０



　●新橋児童館
　　　　　　　　　　　　　問撒（５７）９１５５

興防災グッズ作り（非常食作り体験）

日９月５日（土）１０時３０分～１１時３０分　

対小学生　※人数制限あり要予約

興乳児ぴよぴよ組　各回１０時３０分～１１時３０分

日９月 ７日（月)ベビービクス(ベビマ＆体操)

 １４日（月）Ｂａｂｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ

 ２８日（月）ハロウィン制作

対乳児（０歳）と保護者　※人数制限あり要予約

【持ち物】（７日）動きやすい服装、飲み物、バスタオル

興幼児うさぎ組　各回１０時３０分～１１時３０分

日９月 ９日（水)アスレチックあそび　

 １６日（水）レッツ！リトミック

 ２３日（水）ハロウィン制作

対幼児（１歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興わらべうた　～親子でわらべうたに親しみましょう～

日９月８日（火）１０時３０分～１１時３０分

対乳幼児（０歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興 Enjoy English　「秋のうた」

日９月１５日（火）１０時３０分～１１時３０分

対幼児（１歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興 English Club　「園児のための英語」

日９月１５日（火）１５時３０分～１６時３０分

対幼児（３歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興季節のお部屋飾り作り　「ハロウィン制作」

日９月１９日（土）１５時～１６時　

対小学生　※人数制限あり要予約

興おはなしランド　「あきをみつけに♪」

日９月２４日（木）１０時３０分～１１時３０分

対乳児（０歳～１歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興お誕生会 （８・９月生まれ）

日９月２５日（金）１０時３０分～１１時３０分

対誕生月の親子のみ　※要予約

興からだ動かそ！　「ビッグ〇〇あそび」

日９月２７日（日）１４時～１５時　対小学生　

【持ち物】飲み物　※人数制限あり要予約

興おおきくなったね （身体測定）

日９月２５日（金）・２８日（月）１１時３０分～１２時

　　　２６日（土）～３０日（水）１０時３０分～１１時３０分

対乳幼児（０歳～６歳）と保護者

※予約はすべて９月３日（木）からになります。

～児童館ご利用の皆様へ～
・水分補給に水筒をご持参ください。
・館内では激しい運動はできないので、ご協力ください。

　●あかつか児童センター
　　　　　　　　　　　　　問撒（５４）１４４０

興【幼児クラブ】よちよちカフェ　各回１０時３０分～１１時３０分

日９月１０日（木）赤ちゃん体操とお月さま制作

 ２４日（木）赤ちゃん体操とお月さま制作

対０～１歳児と保護者　※申込あり

興【幼児クラブ】ひよこぐみ　各回１０時３０分～１１時３０分

日９月  ８日（火）アンパンマンカー作り

 １５日（火）リトミック

 ２９日（火）ミニうんどうかい

対０～２歳児と保護者　※申込あり

興【幼児クラブ】ちゅーりっぷぐみ　各回１０時３０分～１１時３０分

日９月 １１日（金）フルーツバスケット作り

 １８日（金）リトミック

 ２５日（金）ミニうんどうかい

対３～５歳児と保護者　※申込あり

興【幼児クラブ】ハッピーバースデー　

日開館日の１０時～１２時、１３時～１７時 (イベント時除く)

対幼児クラブに登録の９月生まれの乳幼児と保護者

興げんキッズ～ポンポコお月見（親子でゲームと制作）～

日９月２６日（土）１０時３０分～１１時３０分

対４歳以上の幼児と保護者　※申込あり

興１２０％チャレンジ

日９月９日（水）下校時～１６時３０分

対小学生

興楽しくバスケット

日９月１９日（土）１０時３０分～１１時３０分

対小学生　※申込あり

【持ち物】タオル、飲み物

興将棋道場

日９月３０日（水）１５時３０分～１６時３０分

対小学生

興やってみよう！～自由工作～

日９月１８日（金）～２０（日）１４時～１７時

対全利用者

※申込みのあるイベントは９月５日（土）から受付になり

　ます。（先着順）

※料金・申込方法などの記載が無いものは、無料および申込不要です。

【９月の休館日】２日（水）、２１日（月）、２２日（火）

※この他にも、年齢に合わせたイベントを行っております。詳細は、野木町ホームページ又はおたよりをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、イベントを中止させていただく可能性があります。詳しくは問合せ先まで。
※申込みのあるイベントは、電話申込も可能となっております。定員になり次第、締め切らせていただきます。

 ２４日（木）赤ちゃん体操とお月さま制作
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相談コーナー
名　称 日　時 場所等 内容・対象 相談員 問い合わせ先

総合相談
月～土曜日
８時３０分～１７時１５分

ひまわり館
(町総合サポートセンター）

健康・福祉及び子
育てなど

社会福祉士
保健師
保育士

ひまわり館
(町総合サポートセンター）

撒（３３）６８７８

心配ごと相談
９月２日（水）
１０時～１２時

ホープ館
(町老人福祉センター）

日頃の悩みなど日
常生活について

民生児童委員
保護司
人権擁護委員

町社会福祉協議会
撒（５７）３１００

野木町地域包括
支援センター

月～金曜日
８時３０分～１７時１５分
（緊急時は上記以外でも）

【本センター】
ひまわり館
(町総合サポートセンター）
【サブセンター】
ホープ館（町老人福祉
センター）内

高齢者についての
介護相談・総合的
な相談

保健師
社会福祉士
介護支援専門員

本センター
撒（５７）２４００
サブセンター
撒（２３）２２００

こころの相談
９月２８日（月）（要予約）
１０時～１２時

町保健センター メンタルヘルス相談 心理士
健康福祉課
撒（５７）４１７１

よりそい�
ホットライン

２４時間いつでも
電話相談
撒０１２０（２７９）３３８

生活の困窮、心の悩み、
暴力被害、仕事、自殺
念慮などの幅広い悩み

相談員
一般社団法人社会的包
摂サポートセンター
死 admin@279338.jp

いのちの電話
３６５日２４時間
（毎月１０日はフリーダイ
ヤル実施日）

【電話相談】
○３６５日２４時間
撒０２８(６４３)７８３０
○毎月１０日 (フリーダ
イヤル実施日）
撒０１２０（７８３）５５６

自殺予防相談 相談員
栃木いのちの
電話事務局
撒０２８（６２２）７９７０

子育てサロン

９月７日（月）
１０時～１２時

新橋児童館 子育てについて
児童館職員、子育てサロ
ンボランティアえくぼ

新橋児童館
撒（５７）９１５５

９月２８日（月）
１０時～１２時

あかつか児童センター 子育てについて
センター職員、子育てサ
ロンボランティアえくぼ

あかつか児童センター
撒（５４）１４４０

健康相談
毎週水曜日（要予約）
午前中

町保健センター
健診結果や健康に
ついて

保健師
栄養士

健康福祉課
撒（５７）４１７１

幼児ことばの
教室

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１７時

幼児ことばの教室
（ひまわり館）
（窓口：こども教育課）

ことばの発育で気
になる事など

言語聴覚士
幼児ことばの教室
撒（５７）４２０９

教育相談
月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１７時

こども教育課
児童生徒・保護者の方の
悩み、教育に関する相談

相談員
こども教育課
撒（５７）４２０９

あすなろ教育
相談

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１５時

あすなろ教室相談室
（町武道館裏）

不登校に関する相
談

相談員
あすなろ教育相談室
撒（５７）４１８９

野木町障がい
者虐待防止セ
ンター

（来所）月～金曜日
　　　（祝日を除く）
　　　８時３０分～１７時１５分
（電話）随時

○来所
　町保健センター
○電話相談
　（平日）（５７）４１９６
　（休日・夜間）
　０９０（３２４６）２２６０

障がい者の虐待に
ついての相談・通報

町職員
健康福祉課
撒（５７）４１９６

障がい者相談

月～金曜日
８時３０分～１７時１５分

ひまわり館
(町総合サポートセンター）

障がいのある方、発達
に障がいのあるお子さ
んとその家族など

相談支援専門員
ライフサポート
センターゆめ
撒（３３）６９５１

月～金曜日
１０時～１７時

NPO法人みらい
（丸林 371-12）

障がいのある方、発達
に障がいのあるお子さ
んとその家族など

相談支援専門員
NPO法人みらい
撒（５７）２６７３

パソコンサロン

９月１０日（木）
１３時３０分～１５時３０分
９月１９日（土）
９時３０分～１１時３０分

町公民館
パソコン初心者対
象の相談室

パソコンサロン会員
町公民館
撒（５７）４１７７

交通事故巡回相談
毎月第２・第４火曜日
１０時～１１時２０分
１３時～１４時２０分

小山市役所
市民相談室
（市役所地下）

交通事故での損害賠
償や示談交渉など

交通事故相談員
県民プラザ
撒０２８（６２３）２１８８

不動産無料相談

毎月２３日（土日祝に重
なる場合はその前日）
１３時３０分～１６時３０分
（要予約）

（公社）栃木県宅地建物
取引業協会県南支部
（栃木市大宮町2617-15）

土地・建物など不動
産取引に関する相談

（公社）宅地建物取引
業協会の相談員

（公社）栃木県宅地建物
取引業協会県南支部
撒０２８２（２７）９０８８
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名　称 日　時 場所等 内容・対象 相談員 問い合わせ先

人権・行政
合同相談

９月９日（水）
９時～１２時
【受付は 11:30 まで】

ひまわり館
(町総合サポートセンター）

・人権に関する相談
・行政の仕事に関す
る意見、要望、相談

人権擁護委員
行政相談委員
県民相談員

生活環境課
撒（５７）４１３２　

みんなの
人権１１０番

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０５７０（００３）１１０

人権問題について
の相談
（差別や虐待、パ
ワハラ、嫌がらせ、
いじめなど）

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３）１１０

女性の人権
ホットライン

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０５７０（０７０）８１０
　　　（全国共通）

夫・パートナーか
らの暴力やストー
カー行為、女性に
対する差別など、
女性をめぐる様々
な相談

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３)１１０

子どもの人権
１１０番

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０１２０（００７）１１０
（全国共通・通話料無料）

いじめや体罰、虐待
など、子どもの人権
問題に関する相談

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３)１１０

ＤＶ相談
月～金曜日（祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

町生活環境課

配偶者・パートナー
からの身体的、精
神的、性的などの
暴力に対する相談

町職員
生活環境課
撒（５７）４１３２

児童虐待相談

月～金曜日（祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

こども教育課
撒０２８０（５７）４１３８

児童虐待について
の相談・通告

町職員
相談員

こども教育課
撒（５７）４１３８

２４時間いつでも

（休日・夜間）
児童相談所全国共通
ダイヤル
撒１８９（いちはやく）

行政書士専門
相談

９月２３日（水）
１０時～１２時

ホープ館
(町老人福祉センター）

相続や遺言、農地転
用、開発行為など
・予約制
・�随時受付
　（先着４名）

行政書士
行政書士会小山支部
撒０８０（８７２０）９５８７

法 律

（ 弁 護 士 ）�

相 談

９月１７日（木）要予約
１０時～１２時
【１０月の開催日】
１０月１５日（木）１０時～１２時
（９月１８日（金）～予約受付）

ホープ館
(町老人福祉センター）

財産・扶養・土地・金銭
貸借・賠償・離婚など
の問題に関する相談
・原則年度内に２回まで

弁護士
町社会福祉協議会
撒（５７）３１００

法テラス栃木
平日９時～２１時
土曜９時～１７時

法テラス栃木
（サポートダイヤル）
撒０５７０－０７８３７４

法的な困りごと 相談員
法テラス栃木
撒０５０（３３８３）５３９５

栃木県司法書
士会総合相談
センター

【小山会場】
毎月第３土曜日（要予約）
１０時～１５時
【電話相談】
毎週土曜日
１０時～１５時

【小山会場】

小山商工会議所

１階談話室

【電話相談】

撒０２８（６５１）５００８

不動産関係、会社
関連、裁判所手続
関連、成年後見関
連の相談、供託、
消費者金融会社等
の借金整理

司法書士
司法書士会
撒０２８（６１４）１１２２

行政書士電話
相談センター

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１７時

電話相談
撒０２８（６３８）０９１９

成年後見・相続・遺
言・契約書・許認可

行政書士
行政書士会
撒０２８(６３８)０９１９

消費生活相談
月～金曜日
９時～１２時
１３時～１６時

町産業課内
消費生活センター

契約や取引に関す
る消費者トラブル

相談員
町消費生活センター
撒（２３）１３３３

借金で悩んで
いませんか

平日
８時３０分～１２時
１３時～１７時

電話または面談
撒０２８（６３３）６２９４

専門の相談員が丁寧
にお話を伺います

相談員
財務省関東財務局
宇都宮財務事務所
撒０２８（６３３）６２９４

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している事業は、中止または日程が変更となる場合があり
　　ますので、開催予定について各問合せ先へ事前にご確認くださいますようお願いいたします。
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町内の交通事故

7
月
累
計

件数 7

死者 0

傷者 7

2
年
累
計（
前
年
比
）

件数
（増減）

20
（-4）

死者
（増減）

0
（-3）

傷者
（増減）

20
（-4）

町内の犯罪発生件数

7
月
累
計

空き巣 0

自動車盗 0

車上ねらい 0

自転車盗 2

2
年
累
計（
前
年
比
）

空き巣
（増減）

4
（-2）

自動車盗
（増減）

0
（-2）

車上ねらい
（増減）

4
（-1）

自転車盗
（増減）

6
（0）

町内の救急出動

7
月
累
計

出場
件数 62

搬送
人員 60

2
年
度
累
計（
前
年
度
比
）

出場
件数

（増減）

258
（-62）

搬送
人員

（増減）

239
（-60）

不審者情報、事故発生場所ホームページ

　 → http://www.machi-info.jp/machikado/police_pref_　
　　　　　　　　　　　　　tochigi/app/app_accident.html

野木町煉瓦窯を未来に残すために、
寄附金・募金を受け付けています

問野木ホフマン館撒（３３）６６６７

【ご協力いただいた寄附金・募金（７月末現在）】
　寄附金� １１,１３０,５０４円
　（内ふるさと納税�　　５,２９９,０００円）
　募　金� １,３４５,９１５円
　今までの累計� １２,４７６,４１９円

　野木町煉瓦窯累計見学者数　　　７１,３６６人
　野木ホフマン館累計来館者数　�２３０,３９０人

野木町煉瓦窯・ホフマン館の状況（７月末現在）

関東どまんなかサミット情報休載のお知らせ

　　関東どまんなかサミット情報については、再び全国で感染者が増加傾向にあることから、令和３年３月号

　まで休載させていただきます。

封書による架空請求にご注意ください！

　２０１７年５月以降、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」など

と題したハガキが届いたという相談が全国の消費生活センター等に多

数寄せられています。最近では、「東京法務管理局」から「訴状」と書かれ

た用紙が入った茶封筒が届いたという相談がありました。

　訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書

で送付され、郵便職員が名宛人へ手渡すのが原則です。ハガキや普通の

封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。また、「東京

法務管理局」は実在しませんので、このような封書が届いても絶対に相

手には連絡しないようにしましょう。相手に連絡をしてしまうと、個人

情報を知られ、その情報を元に更に金銭を要求される可能性がありま

す。心当たりのない不審なハガキや封書が届いた場合には、まず警察署

や消費生活センターへご相談ください。

問消費生活センター（町産業課内）　撒（２３）１２３３

〈キラ輪号〉が運行しています

　〈キラ輪号〉は、町の中なら「どこからでも、どこへでも」乗り降りできる、公共の乗り合いタクシーです。

【運行エリア】　町全域、光南病院（小山市）、友愛記念病院（古河市）　※友愛記念病院は「行き」のみの運行。

【運行時間】　月曜日～金曜日（祝日除く）　平日８時～１６時（計１６便）

【利�用�料】　〈７５歳以上〉･･･２００円　〈大人（中学生以上）〉・・・３００円　

 〈子ども（小学生以下）〉･･･２００円  〈３歳未満〉･･･無料

※運転免許返納者にデマンドタクシー無料券を交付しています（返納後１回のみ）。

※ご利用にはあらかじめ登録が必要です。詳しいことはお問合せください。

問町社会福祉協議会　撒（５７）３１００　都市整備課　撒（５７）４１６１　ひまわり館　撒（３３）６８７８
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103

プラ容器の分別について

問生活環境課　撒（57）4246

　プラ容器とは、商品の中身を取り出したり食べたりして不要となる、プラスチック製の容器包装です。

　家庭から排出されるごみのうち、容量で約 6割をプラ容器が占めています。プラ容器には簡単に識別で

きるようプラマークが表示されています。分別されたプラ容器は、プラスチックの原材料等にリサイクル

されます。ごみの量を減らしリサイクルの向上を図るためにもプラ容器の分別にご協力お願いします。

シリーズ　 野木町のごみ処理

この識別マークが付いているものがプラ容器の対象です。

※マークのないものでも該当するものがあります（レジ袋等）。

◆よくある質問◆

 Q.汚れを落としてからということですが、汚れはどの程度落とせば良いのですか？

・せっかく分別しても、汚れていると資源としてリサイクルできません。

・目で見て汚れが取れていれば良い程度に、食器を洗った残り水などですすいで

　ください。

・すすいだ後、乾かしていただければベストですが、よく水切りをしていただけ

　れば結構です。

・洗剤を使ってゴシゴシ洗う必要はありません。

 Q.「プラ容器」にはいろいろな種類がありますが、種類ごとに分けて出さないとダメですか？ 

 Q.ケチャップやマヨネーズ、わさびなどのチューブ容器のように汚れが落としに

　　くいものや油分のべとつきが取れないものはどうすれば良いのですか？

・チューブ類は、はさみで半分に切って中身を洗って「プラ容器」で出してください。

・「プラマークが表示されていないプラスチック」や「プラマークが付いているが汚れが落ちないごみ」は、「可

　燃ごみ」になります。

 Q.発砲スチロールは「プラ容器」で出して良いのですか？

・ダンボール箱の中の商品を保護する発泡スチロール（緩衝材）は、外箱などに「プラ容器」であることを示

　す識別マーク（プラマーク）が表示されています。細かくして袋に入れてプラ容器で出してください。

 Q.なぜ、汚れをとる必要があるのですか？

・分別収集された「プラ容器」は、リサイクル業者が引き取り、建材資材などにリサイクルされています。

　汚れがひどい場合や異物が混入していると、容器包装リサイクル法で定めた基準に合わないため、リサイ

　クル業者へ引き渡しができません。

※汚れが付着していないものや汚れを落としたものを「プラ容器」として出してください。

・種類ごとに分ける必要はありません。透明または白色半透明の袋にまとめて出してください。

・袋は二重にして出さないでください。

※二重袋とは、レジ袋などの小袋に入れたプラ容器を、さらに大きな袋に入れて二重にすることです。リ

　サイクルの支障となるので、必ず一重にしてください。処理の過程で袋が破けずに、手選別の妨げとな

　ります。
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 Q.スナック菓子やお茶の袋で、内部がアルミコーティングされているものの分別は？

・プラマークのあるものは「プラ容器」として出してください。

・はたいて中をきれいにして出してください。

 Q.トレイにかかっているラップに付いている値札などの紙シールははがさないと

　　いけないのですか？

・少量の紙シールであれば、リサイクルすることはできます。はがれにくい

　ものは付いたままでも結構です。

 Q.スーパーなどで生鮮食品を包んでいるラップと、家庭で使ったラップの分別方 

　　法を教えてください。

・商品の包装として使われたラップ

　⇒商品を包んでいるラップは「プラ容器」として出してください。

・家庭で使ったもの

　⇒材質は商品を包んでいるラップと同じですが、容器包装リサイクル法では

　　「プラ容器」に当たらないので、家庭で使ったラップは「可燃ごみ」として

　　出してください。

 Q.レジ袋はどうすれば良いのですか？

・レジ袋は「プラ容器」として出してください。二重袋にならないようにご注意ください。

　※マイバッグ等を利用してレジ袋を増やさないように工夫してください。

 Q.ペットボトルを出すときはどうすれば良いのですか？

・キャップとラベルが「プラ容器」の対象となります。

・ペットボトルは、これまで通り中をすすいでから「資源物」として出して

　ください。

※キャップとラベルは「プラ容器」

 Q.プラスチック製なのに、なぜ洗面器やコップは「可燃ごみ」なのですか？

・商品の入っていた容器や包装に使われているプラスチックやビニールが対象となりますので、容器自体が

　商品である洗面器やコップなどは「可燃ごみ」となります。

・スプーン、ストロー、バラン、おもちゃ、歯ブラシ、衣装ケース、バケツなどのプラスチック製品は「可燃

　ごみ」になります。
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トピックス ～町の話題～

住所　野木町南赤塚１５１４
電話　０２８０（５７）０７５５
指定管理者　宮ビルサービス㈱
休館日　火曜日

小規模特認校　佐川野小学校のトマト販売

問こども教育課　撒（57）4182

ゆ～らんど（野木町健康センター）お知らせ

　佐川野小学校では、食農教育の一環と

して、ＪＡおやまや農園ボランティアの

協力を得ながら、トマト栽培を行ってい

ます。昨年度は、全児童が栽培に関わり、

収穫したトマトをおいしくいただく喜び

を存分に味わうことができました。

　今年度は、トマトを販売することを目

指し、５、６年生２３名が一致団結して

準備をしてきました。昨年度の経験を生

かしながら、世話を続ける一方、トマト

の販売計画も進め、７月７日には「ＪＡ

おやまのぎ松原大橋直売所」にトマトを

出荷することができました。

　その日の午後には無事完売したという

知らせを受けて、５、６年生は歓声をあ

げました。その後も、週１、２回のペー

スで出荷を続ける中で、佐川野小のトマ

トを多くの人に知ってもらえるように、

トレードマークとなるキャラクターを校

内で募集したり、「佐川野トマト」とい

うブランド名をシールにして袋に貼った

りするなど、子どもたちからのアイディ

アを反映させながら活動を続けています。

　７月２１日には、６年生全員で直売所

へ行き、出荷・販売体験をしました。自

分たちで大切に育てたトマトを直接お客

さんに宣伝しながら売る体験は、子ども

たちにとって非常に印象的なものになり

ました。

★９月のお風呂　温泉 《西那須野温泉大鷹の湯》

    …（男女露天風呂）１２日（土）・１３日(日 )・２６日（土）・２７日（日）

★毎週金曜日　かわり湯…季節の湯

【開館時間】１０時～２０時　※酒類の持ち込み禁止

　　
※ゆ～らんどに入館する際に入場料が必要になります。

　都合により変更、臨時休館になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
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トピックス ～町の話題～
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問町立図書館　撒（57）2811

ふくろうの版画が寄贈されました

　６月２６日、宇都宮市在住の遠藤勇樹様より、町の鳥であ

るふくろうの描かれた版画が寄贈されました。

　野木町立図書館に展示してありますので、ぜひご覧くだ

さい。

問産業課　撒（57）4153

のぎ水辺の楽校外来植物等除去活動

　７月１１日の朝、のぎ水辺の楽校応援倶楽部の他、町内の

企業の方々や個人など、多くのボランティアにお手伝いい

ただき、セイタカアワダチソウやブタクサなどの外来植物

等を除去しました。

　皆様のご協力により、１時間の作業で約１ｔもの外来植

物を除去することができました。

　なお、次回は１０月２４日（土）を予定しており、詳細は広

報１０月号にてお知らせします。



問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp

広報のぎにお子さんの写真を載せてみませんか

～「新しい生活様式」で新型コロナウイルス感染症対策～～「新しい生活様式」で新型コロナウイルス感染症対策～～「新しい生活様式」で新型コロナウイルス感染症対策～

人との間隔をできるだけ空ける マスクを着用する まめに手洗い・手指消毒をする

店舗等の滞在時間をできるだけ短くする 特に大声での会話を控える トイレ利用時に配慮する(蓋をして流す等)

野木町公式ツイッター

野木町公式フェイスブック

野木町公式ホームページ

町の情報や話題を発信中です！

対象：町内在住で未就学児のお子さん

窓口または町ホームページの応募
フォームよりご応募ください。
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　その他にも、日常生活の場面別に新しい日常に向けて知っておいていただきたいことや、それぞれの業種
のガイドラインにおいて事業者に求められている取組などについて、消費者庁ホームページに情報がまとめ
られていますので是非、右記ＱＲコードよりご確認ください。

窓口または町ホームページの応募

町の人口 令和２年８月１日現在　※直近の国勢調査結果を基に、住民基本台帳の増減数により算出しています

◇人口　男 １２，４３８人　女 １２，５４１人　計 ２４，９７９人　　◇世帯数 １０，１６１




